
申 込 締 切 日
２０１１年７月１５日

※太ワク内のみご記入ください。

マイクロウェーブ展２０１１事務局 行
出展案内記載内容および出展規定の全てを了承し、下記のとおり申込みます。

ご出展社名 印
（ フ リ ガ ナ ）

英文社名

ご 住 所

ご担当者氏名

出展小間料金 出展小間数 出展料

Ⅰ 貴社の主な出展品目に該当する分野を下記（１１）～（３２）の中から一つだけお選び下さい。

Ⅱ 出展予定品目（商社の場合は取扱い出展予定会社）をご記入下さい。

■送付先

■事務局記載欄

受　　　　　付

月　　　 日 No.

備　　考

（なお、7月に作成予定のMWE２０１１アドバンス・プログラムには昨年度の出展社一覧を掲載させていただきます。）

※小間位置に関するご希望は一切お受けできません。
※小間割りは、全体のバランスを考慮して、主催者側にて9月中旬頃までに決定の上通知いたしますので、あらかじめご了承下さい。

1 小間につき￥４４１,０００
（税込価格）

部 署 名

マイクロウェーブ展２０１１ 事務局
〒２７０-００３４ 松戸市新松戸1- 409 新松戸Sビル３F

FAX.047-309-3617 TEL.047-309-3616

TEL:

FAX:

E-mail

￥

〒

小 間

出 展 申 込 書

〔 〕小間割、会場案内図作成の際に参考にさせていただきますので、複数分野を取扱われている場合でも、
必ず、いずれか一つのみに絞り込んで下さい。 ※番号を○で囲んで下さい。

日本国内製造 （11）システム・測定器 （12）通信装置・コンポーネント （13）受動部品・コネクタ （14）能動・機能部品 （15）材料・基板・パッケージ

海外製造 （21）システム・測定器 （22）通信装置・コンポーネント （23）受動部品・コネクタ （24）能動・機能部品 （25）材料・基板・パッケージ

（31）ソフトウェア （32）その他・サービス

※〔マイクロウェーブ展2011出展規定〕は本申込書裏面に記載いたしております。

印



■出展物の規定 
□出展物は、当展示会の開催主旨・目的に沿った品目とします。 
□展示会の正常な運営に支障をきたす恐れがあると認められるものについては、その出展・装飾に関して制限あ
るいは禁止させていただくことがあります。 
□次に該当するものは出展を禁止します。 
　引火性・爆発性または放射性危険物、劇薬物、麻薬、工業所有権を侵害する商品または販売禁止品、裸火（ただ
し、所轄消防署の許可を受けたものは除く）、その他関連法令に抵触する恐れがあるものおよび公序良俗に反
する物。 
□外国貨物を出展する場合は、所定の通関手続きをとり、国内貨物にした後、出展するようにして下さい。 
 
■出展物の保護、管理および免責 
□出展社は、自己の責任において、自社出展物の管理を行って下さい。 
□主催者は、天変地異その他の不可抗力の原因による場合を含め、出展物の損傷、盗難および、その他物品に関す
る一切の事故において、その責任を負いません。 
□出展社は、輸送時および展示期間中における出展物の保護に関し、必要に応じて損害保険に加入するなど適切
な対策を講じて下さい。 
 
■会場の警備 
□主催者は、警備保障会社と契約し、展示会場全体の安全管理にあたりますが、出展物その他貴重品などは、出展
社の管理下のもと、盗難・事故防止に努めて下さい。 

 
■通路の確保 
□出展社は、通路でカタログ・パンフレット・製品見本等の配布をご遠慮下さい。 
□来場者が通路に立ち止まらないよう、ブース内にスペースを確保して下さい。 
 
■写真撮影および模写 
□当該出展社の許可なく、出展物の写真・ビデオ撮影、模写、測定、型取りなどをすることはできません。なお、主催
者が認めた報道機関については「プレスバッチ」を配布し、撮影時に着用することとします。差し支えない限り、
撮影にはご協力下さい。 
 
■事故防止および責任 
□出展社は、出展物の搬入出・展示・実演・撤去などを行う際は事故の発生防止に努めて下さい。 
□事務局は、出展社が行う行為について、事故発生防止のための処置を命じ、その作業の制限もしくは中止を求め
ることがあります。 
□出展社の行為によって発生した事故または損傷については、出展社の責任となります。 
 
■音量規制 
□説明または実演のために、小間内においてマイク・ビデオ機器等を使用する場合、スピーカーを自社スペースの
内側に向けるなど、音声を直接通路側に出さないよう心がけてください。なお、近隣小間より苦情がでた場合や、
著しく音量が大きいと認められた場合には、警告の上規制をいたします。 
 
■呼び出し放送 
□開催中、および搬入出日の呼び出しなど場内放送を、原則として事務局では行いません。 
 
■展示会開催の変更・中止 
□主催者は天変地異その他の不可抗力、その他主催者の予期し得ない原因により会期を変更、または開催を中止
することがあります。主催者はこれによって生じた出展社・その他の損害に対して、責任を負いません。 
 
■救護 
□急病人、ケガ人等が発生した場合は、速やかに展示会場事務局までご連絡下さい。 
 
■出展社間のトラブル 
□出展社間で生じた出展物や出展物に関する広告（公式ガイドブック、ホームページ含む）および、小間の使用に
関するクレームなどその他すべてのトラブルは、関係する出展社間で解決されるものとし、主催者および事務局
は一切の責任も負わないものとします。 
 
■出展規定の遵守および変更 
□主催者はやむを得ない事情があるとき、出展規定を変更することがあります。出展社および関係者は、この出展
規定を遵守しなければなりません。 
□出展社は、本展示会の秩序維持および品位・信用の向上に協力して下さい。 

マイクロウェーブ展2011出展規定 


